
（歳入）
　・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 38,182千円
（歳出）
　・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 673,103千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国県
支出金

村債 その他

引上げ分の地
方消費税（社
会保障財源化
分の交付金）

その他

社会福祉事業 78,442 16,559 5,078 4,824 51,981

障害者福祉事業 123,243 85,051 1,590 3,108 33,494

高齢者福祉事業 50,766 1,150 2,854 3,971 42,791

児童福祉事業 174,728 43,761 1,609 10,986 118,372

小　計 427,179 146,521 11,131 22,889 246,638

国民健康保険事業 39,238 20,271 1,611 17,356

後期高齢者医療保険事業 70,801 11,016 5,077 54,708

介護保険事業 72,245 4,047 5,791 62,407

小　計 182,284 35,334 12,479 134,471

感染症予防事業 41,688 28,923 1,084 11,681

健康増進事業 6,810 495 478 496 5,341

母子衛生事業 4,534 608 333 3,593

医療提供体制確保事業 10,608 901 9,707

小　計 63,640 30,026 478 2,814 30,322

673,103 211,881 11,609 38,182 411,431

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

一般財源

社会
福祉

保健
衛生

単位：千円

令和３年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会
保障４経費その他社会保障施策に要する経費

合　　計

社会
保険

経費事業名

財源内訳

特定財源


